
令和８年度「第４８回少年の主張鳥取県大会」参加作文募集要項（案） 

１ 目  的 

     少子高齢化、国際化、情報化の急速な進展等、わが国社会や国際的な環境が大きく変化する現代社

会にあって、次代を担う子どもたちには、心身ともに健康で他者を思いやる心をもち、社会的に自立

していける、健やかな成長が求められています。 

そのためには、広い視野と柔軟な発想や創造性などとともに、物事を論理的に考える力や自らの主

張を正しく伝え、理解してもらう力などを身につけることが大切です。 

これらの契機となることを願い、また、県民の皆さんが中学生の主張を聞くことにより、青少年と

の関わり方について振り返る機会としていただくとともに、理解を深めていただくことを目的としま

す。 

２ 主  催 

     青少年育成鳥取県民会議 

   独立行政法人国立青少年教育振興機構  

３ 後 援 （予定） 

     鳥取県、鳥取県教育委員会、鳥取県議会、鳥取県市長会、鳥取県町村会、株式会社新日本海新聞社、 

鳥取県中学校長会、鳥取県市町村教育委員会研究協議会、鳥取県ＰＴＡ協議会、 

各青少年育成市町村民会議 

４ 応募資格 

     県内の国・公・私立中学校生徒及び特別支援学校中学部生徒 

５ 応募内容   

（１）社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案など。 

（２）家庭、学校生活、社会（地域活動）及び身の回りや友達との関わりなど。 

（３）テレビや新聞などで報道されている少年の問題行動、大人や社会の様々な出来事に対する意 

見や感想、提言など。 

 

上記のような内容で、中学生が日常生活を通して、心からの思いや考えていること、感銘を受 

けたことなどを、自由でユニークに、飾り気のない言葉を用いてまとめたもの。  

商業的な固有名詞の使用や個人が特定できる内容は、極力避けるようにしてください。 

（悪い例：〇〇県にある〇〇旅館    良い例：〇〇県にある旅館 など）             

（作品の中で、いじめなどの事例で登場人物が特定されないようにしてください。） 

また、なお作品は未発表、自作のものに限り、推敲も含めて生成 AIを利用してはなりません。 

６ 応募方法  

（１）１人１点とし、未発表のものに限ります。 

（２）４００字詰原稿用紙４枚程度に本人自筆とします。 

縦書きにし、タイトル、県名・学校名・学年、氏名（ふりがな）を明記。 

HB より濃い鉛筆ではっきりと記入すること。 

（３）募集期間 

令和８年６月１日（月）～7 月２４日(金)当日消印有効 

（４）応募作品は、各学校でとりまとめて下記に送付をお願いします。 

 

〒６８０－８５７０ 

鳥取市東町１丁目 220 鳥取県子ども家庭部家庭支援課内 

青少年育成鳥取県民会議 長尾・帖佐 宛 

TEL/FAX： 0857-26-7078/0857-26-7863 

電子メール：t-youth3@infosakyu.ne.jp（帖佐），t-youth7@infosakyu.ne.jp 
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７ 応募作品の審査と県大会及び県代表者の決定 

    （１）事務局が依頼した審査委員（事前審査委員を含む。）による書面審査を行い、応募のあっ 

     た作品の中から、入賞１２点、入選８点、佳作１０点を選定します。  

（２）入賞に選定された作品の応募者には、令和８年９月１１日（金）倉吉市関金都市交流センター

で開催する「少年の主張」鳥取県大会で発表していただきます。なお発表時間は、１人５分程

度とします。 

（３）審査委員により(２)の各発表を審査し、「９ 表彰」のとおり各賞を決定します。 

  （４）県代表となられた方には、「主張を録画した映像データ」の提出をお願いします。 

(9月 24日（木）事務局締切） 

     ※中国・四国ブロック代表選考会の資料となります。 

８ 表 彰 （予 定） 

    （１）大会における発表者（入賞者１２名）に、次のとおり大会会場において表彰を行います。 

         最優秀賞  １名／賞状、カップ、副賞 （鳥取県知事杯） 

         優秀賞     ５名／賞状、カップ、副賞 

 (県教育長杯、県議会議長杯、県市長会長杯、県町村会長杯、 (株 )新日本海新聞社長杯 )                    

優良賞     ６名／賞状     副賞 

    （２）入選・佳作の応募者には、次のとおり表彰を行います。 

      入 選   ８名／賞状 （大会日以降、学校へ表彰状を送付いたします。） 

      佳 作  １０名／賞状 （大会日以降、学校へ表彰状を送付いたします。） 

９ 全国大会への出場                                                  

      最優秀賞者は、独立行政法人国立青少年教育振興機構主催の「少年の主張」全国大会（令和８年 

１１月２２日（日）東京にて開催）の出場候補者として、中国・四国ブロック選考会へ推薦します。 

１０ 青少年育成鳥取県民大会での発表 

   最優秀賞者は、令和８年１１月７日（土）米子市淀江文化センターさなめホールにて当県民会議が

主催する青少年育成鳥取県民大会（60周年記念大会）において受賞作の発表をお願いします。 

 

１１  応募作品の文集への掲載 

     受賞作品等で文集を作成し、中学校等に広く配布する予定です。 生徒の個人情報（氏名、学校

名、顔写真、記録画像等）を使用させていただくことについて、予め御了承ください。 

※ 県大会で発表される原稿は、発表文集等で公開するので、その旨、各学校において生徒、保護者

に対して十分周知してください。 

１２  お問い合わせ先  

青少年育成鳥取県民会議 長尾・帖佐 

〒６８０－８５７０ 

鳥取市東町１丁目 220  

鳥取県子ども家庭部家庭支援課内 

電 話： 0857-26-7078 

Ｆ Ａ Ｘ： 0857-26-7863 

電子メール：t-youth3@infosakyu.ne.jp（帖佐） 

t-youth7@infosakyu.ne.jp（長尾） 
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